
 

 

平成２３年度 第３回福祉のまちづくり推進審議会 

会議録 

 

■ 日 時： 平成２３年１２月１５日（木） 午前１０時から１１時５０分まで 

■ 場 所： 府中市役所 北庁舎 第４会議室 

■ 出席者： （五十音順・敬称略） 

＜委 員＞１０名 

阿部征二、石塚幸夫、大木榮詮、小嶋澄子、髙橋登、豊田朗子、那須雅美、 

野本矩通、吉田ヒサ子、和田光一 

＜事務局＞ 

福祉保健部長（鎌田）、福祉保健部次長兼高齢者支援課長（芦川）、地域福祉推課長

（山崎）、地域福祉推進課長補佐（宮崎）、地域福祉推進課（堀） 

■ 傍聴者：なし 

■ 議 事 １ 開  会 

      ２ 議  題 
       (1) 会議録の確認について 

       (2) 地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画の進捗状況について 

      ３ その他 
■ 資 料 資料１ 第２回福祉のまちづくり推進審議会会議録 
      資料２ 地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画事業実施計画（平成２２年度実績） 
■ 議事概要 

事 務 局：皆さまおはようございます。本日はお忙しいなかお集まりいただきまして、どうもあ

りがとうございます。ただ今より府中市福祉のまちづくり推進審議会を開会いたしま

す。 

本日の会議は委員１５名中１０名の出席をいただいておりますので、府中市福祉のま

ちづくり条例施行規則第１８条に規定する定足数を満たしておりますので､有効に成

立しております。 

それでは、お手元に配布してございます次第に従いまして、進めさせていただきたい

と思います。 

議題に入る前に事前に郵送いたしました資料の確認をさせていただきます。 

（資料確認） 

なお、本日は傍聴希望の方がいらっしゃいませんのでご報告いたします。 

それでは、２の議題以降につきましては、会長に議事を進めていただきたいと思いま

すので､よろしくお願いいたします。 

会  長：皆さんおはようございます。年末のお忙しい時期にお集まりいただきましてありがと

うございます。 

それでは、議事を進めさせていただきます。まず議題の（１）「会議録の確認について」

事務局より説明をお願いします。 

事 務 局：お手元の資料１、第２回福祉のまちづくり推進審議会会議録をご覧ください。 
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先日委員の皆様に郵送で送付させていただきました会議録について、発言者名を伏せ

るなどの修正をしたものです。 

これでよろしければ、市政情報公開室、図書館、市ホームページで公開したいと存じ

ます。 

会  長：よろしいでしょうか。 

（はいとの声） 

それでは、会議録については承認ということにさせていただきます。 

次に議題の（２）「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画の進捗状況について」、

前回の会議では目標２まで終わったということで、今回は目標３以降を確認して、最

後に総合的な話という形になります。資料２の１４ページから、事務局より説明をお

願いします。 

事 務 局：それでは、次に議題２の（２）、｢地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画の進捗状

況について｣でございますが、質疑の前に、前回の審議会にて検討されました内容につ

いて確認をさせていただきます。資料２「地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画

事業実施計画（平成２２年度実績）」をご覧ください。 

前回は、計画にて設定しました５つの目標について、目標ごとに平成２２年度におけ

る主な関連施策の進捗状況を報告いたしました。 

まず、資料１ページから６ページ、番号では１から１７、福祉計画本文４７ページか

ら５０ページ、でございますが、こちらでは目標１｢利用者本位の仕組みづくりのため

に｣に関連する施策の状況を報告させていただきました。具体的な事業につきましては、

高齢者等関係者へのアンケート調査、カラーバリアフリーガイドラインの作成、権利

擁護センター事業の充実、市民後見人の育成、福祉サービス第三者評価制度の受審促

進、などについて報告いたしました。 

次に資料７ページから１３ページ、番号では１８から３４、福祉計画本文５１ページ

から５３ページ、でございますが、こちらでは目標２｢安心して暮らせるまちづくりを

めざして｣に関連する施策の状況を報告させていただきました。主な実施事業としては、

高齢者や障害者などへの制度外の福祉サービスの実施、ホームレスへの自立支援事業

の実施、地域での見守り活動の充実、介護予防をはじめとする健康づくり事業の実施、

などについて報告いたしました。 

次に資料１４ページから１９ページ、番号では３５から５１、福祉計画本文５４ペー

ジから５７ページ、でございますが、こちらでは目標３｢いきいきとした暮らしを支え

る仕組みづくりのために｣に関連する施策の状況を報告させていただきました。主な取

り組み内容として、地域における支援ネットワークの構築、社会福祉協議会等を核と

した地域関係者との協力体制の構築、府中ＮＰＯ・ボランティアセンター等による各

団体への活動支援事業の実施、災害時要援護者の支援体制の整備、市内社会福祉施設

との災害協定の締結、などについて報告いたしました。 

次に資料１９ページから２５ページ、番号では５２から６９、福祉計画本文５８ペー

ジから６２ページ、でございますが、こちらでは目標４｢みんなでつくる支えあいのま

ちづくりをめざして｣に関連する施策の状況を報告させていただきました。具体的な実
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施事業として、福祉教育活動などノーマライゼーション理念の普及啓発活動の実施、

団塊の世代の生きがい活動支援、ボランティア人材の経験・知識の活用、専門的な福

祉従事者の養成などについて報告いたしました。 

最後に、資料２６ページから３３ページ、番号では７０から９５、福祉計画本文６３

ページから６８ページ、でございますが、こちらでは目標５｢福祉のまちづくりをめざ

して(物理的なバリアフリー)｣に関連する施策の状況を報告させていただきました。具

体的には、道路、公共施設、学校、公園、交通などにおけるバリアフリー整備状況や、

ユニバーサルデザインガイドラインの周知などサイン・案内・誘導に関する取り組み

について報告いたしました。 

以上、平成２２年度の実施状況についてご報告させていただき、その後目標１及び目

標２を中心に委員の皆様からご意見・ご質問をいただいております。いただいた主な

ご意見・ご質問としましては、各施策の目標達成率の記載に関すること、自力での情

報収集が困難な方への情報提供に関すること、テープ広報の編集及び媒体に関するこ

と、カラーバリアフリーガイドラインに関すること、高齢者など支援の必要な方の実

態把握に関すること、災害避難情報の提供に関すること、災害発生時における障害者

等の避難誘導に関すること、などがございました。 

詳細につきましては、資料１の議事録をご確認いただきますようお願いいたします。 

なお、このなかで、市で発行しているテープ広報について担当部署から進捗状況につ

いて回答をいただいておりますのでご紹介いたします。 

前回いただいたご意見の内容としましては、媒体をカセットテープからＣＤ等の電子

媒体へ変更と収録記事の増加、すなわちデイジー図書化するというご意見をいただい

ております。 

担当の広報課へご意見をお伝えし、現時点の回答では、媒体のＣＤ等への変更につい

ては、まず利用者への意向調査を行う必要があるため、実施時期などについて検討を

行っているとのことです。 

また、記事内容の収録量の増加については、作業期間、コスト、委託先の処理能力な

ど解決すべき課題が多く、さらに研究が必要となりますが、少しでも多くの記事を収

録できるように関係者と協力していきたい、とのことでございます。 

以上、簡単ではございますが、｢地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画の進捗状況

について｣、前回の審議会における概要についての説明でございます。 

また、本日ご欠席の委員から事前にご意見をいただいておりますので、その概要を報

告させていただきます。委員からは、目標３の災害時要援護者事業について、避難誘

導の際に障害者が取り残されないよう十分な対策を講じてほしい、というご意見をい

ただいております。 

また、目標５の物理的なバリアフリー関連につきましては、 

（１）車いすを利用して外出する場合、実際には介助がなければ外出が難しいケース

が少なくないため、通常は同居の家族に介助を依頼することが多くなってしまう。 

（２）車いすでの外出に際しては、現状は移動ルートや駐車場、トイレなどの設備に

ついて依然として不足しており、また案内表示についても不十分な状態である。 
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（３）車いすでの外出を容易にするため、公共交通をはじめさまざまな輸送手段につ

いて、今後さらなる充実が必要である。 

（４）公共施設等におけるだれでもトイレの設置や段差解消など、バリアフリー化を

さらに推進する必要がある。 

といったご意見をいただいております。 
以上報告でございます。引き続き、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

会  長：ありがとうございました。 

     目標の１と２は確認を終えております。目標３「いきいきとした暮らしを支える仕組

みづくりのために」のところで、質問等ございますでしょうか。 

委  員：番号３５「支援ネットワークの推進」について、私は福祉のまちづくり推進委員会に

参加していまして、会議をすること自体はいいことなのですが、もう少し踏み込んで

市などと協力体制があればいいのかなと思いました。 

事 務 局：「支援ネットワークの推進」に関しまして、小地域懇談会は市の関係部署ということで

地域福祉推進課も含めまして関わっております。ただ、業務と重なることが多くなか

なか参加できない状況ですが、ありがたいご意見だと思いますので今後も注意して参

りたいと思います。 

委  員：番号３６「情報交換の場の設置」のところで、民生委員が出てくるのですが、民生委

員の仕事の内容ですとか、社会福祉協議会との関係をお教えいただきたいと思うので

すが。 

事 務 局：民生委員につきましては、民生委員法に基づくものでボランティアなのですが、主な

役割としては行政とのつなぎ役となります。例えば地域にお困りの方がいらっしゃれ

ば、サービスが受けられるように相談を受け行政につなぎ、また災害時要援護者事業

のように地域での見守りをお願いしております。地域福祉を推進するうえで重要な人

材となっております。 

社会福祉協議会は地域福祉を推進する社会福祉法人でございまして、いろいろと関係

があり、例えば会議に参加し、事業の協力をお願いしたりしています。社協独自の事

業についても協力をしています。 

委  員：市役所は地域福祉や介護保険等に部署が分かれているのですが、民生委員の方は生活

に関わるもの全般的に相談に乗るということでしょうか。 

事 務 局：すべてが民生委員さんで解決できるわけではありませんが、あくまでパイプ役といっ

たほうがよろしいかと思います。 

委  員：災害時要援護者事業につきまして、まず市のほうで７５歳以上の人を割り出し、名簿

を作っているのですが、本人が手を挙げないとダメだというのが前提にありますので、

手を挙げなかった人、それから自治会には入っているが協定を結ばなかった自治会の

人の取扱いについて、本当はゼロにするのが理想なのですが、切捨てるのかペンディ

ングにしておくのか、その辺のところ私も迷っているところがありまして教えていた

だきたいのですが。 

事 務 局：災害時要援護者の対象の方にお声をかけさせていただいていますが、なかなか難しい

課題がございまして、一つは個人情報の問題で、市もなかなか強制的にできないとこ
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ろがあります。我々も、対象のすべての高齢者や障害者の方が要援護者名簿に名を連

ねていただいて、安否確認、見守りの対象となっていただくのが一番いいと思ってい

るのですが、個人情報保護の問題がありまして、最終的には手挙げ方式を採用させて

いただいております。 

ただ、７５歳以上ということを要件としておりますが、各自治会によって対象でない

方も安否確認、見守りということを自主的にやっていただいても結構ですということ

をお話させていただいております。 

今後、行政側としては一人でも多くの方に必要性を理解していただくことが責務であ

ると思っていまして、周知活動を行い、多くの方にこの制度に参加していただくとい

う努力を今後も続けていきたいと考えております。 

会  長：個人情報は個人情報保護法で守られているというのはあるのですが、７５歳以上の方

を含めて一般的にこういう問題では、このようにしているという広報・ＰＲをしっか

りと打ち出し、ここまでやってくれるのかと判断できれば、割と手を挙げてくれると

いうことになろうかと思います。その辺のＰＲ不足があるのではないかと思っており

ますけれども、鋭意努力していただくということでよろしいでしょうか。 

委  員：自治会をパイプ役としてということが、いろいろな面で大きく働いてくると思うので

すが、今自治会に入らないマンションが増えてきたり、自治会の存在自体を知らない

というマンションが林立していると思います。自治会に入るメリットがわからない、

煩わしいところがあっていいイメージがあまりないという新しいマンションの住人が

増えて、また地元で育っていないような人間が増えてきて、自治会に対する意識のズ

レがあると思います。 

そこで、自治会に入ると、例えば要援護者のネットワークに入れるなどのメリットが

あるということをうたっていただいて、マンション側にアプローチしていただけると、

自治会に入ろうという意見にまとまるかなと思います。 

委  員：自治会に加入していただくメリットということをよく聞かれるのですが、地域活動の

なかでやはりメリットはあります。ただ、自治会にも温度差があって進んでいる自治

会と、そうでないところもあります。 

向こう三軒両隣の延長線上に自治会というのがあって、大勢の人をとりまとめている

と思います。核家族になればみんな分断されてしまいます。必要性の有無については

自治会連合会の宣伝不足だと思いますので、メリットがありますよという宣伝をこれ

からしていきたいと思います。 

委  員：私も自治会に入っておらず、情報がわからないことがあります。また、例えば引越し

たばかりだと地域の状況などわからないということもありますので、自治会について

の内容を市の広報に載せていただきたいのですが。 

事 務 局：広報の掲載については紙面の都合もあり、なかなか載せられないところもあるのです

が、担当部署にはこういうご意見がありましたということをお伝えさせていただきま

す。また、自治会連合会さんとしてもいろいろＰＲ活動しておりますので、そういっ

たところでお知らせするですとか、いろいろな方法を考えていきたいと考えておりま

す。 

 - 5 -



会  長：自治会連合会としてこういうことをしているということを載せていただくように、当

審議会としてもぜひお願いしたいと思います。 

委  員：私も若い時分には自治会というのは何だろうなと疑問符を持っていたのですが、この

前の震災で被害にあった身内の者がおりまして、ボランティアにも行ってきました。

彼らが言うには、いざというときに頼りになるのは、先ほどおっしゃった向こう三軒

両隣です。いざとなったら遠くの親戚よりも近くの隣人ということで、向こう三軒両

隣の人たちがいろいろな支援をしてくれる。普段自分が独立して生活できるといって

も、周りから何らかの形で支援を受けているはずなのです。今は自治会に入らなくて

も用は足りるかもしれませんが、これからは周りの人といくらかでも接触しながら、

そういう交流を深めていかなければいざというときに困ることになるのだろうと思い

ます。 

     地方に行くと結という組織がありますが、人のつながり、一人では生活できないのだ

ということを認識する必要があると思います。誰かから自治会の意義を教えてもらう

というよりは自分で働きかけて吸収していくとか、お互いに影響を受けながら生活す

るのが我々の社会の中の一員としての役割だと思うので、その辺はもう少し大きい気

持ちでおられたらいいかなと思います。そのようなことを、震災のボランティアに行

って痛烈に反省しているところです。 

委  員：１００何戸あるマンションをまとめましょうといったときに、やはり温度差も出てき

ますし、客観的に人を納得させるツールとして何か提供していただけるものがあると、

管理組合としては進めやすいと思います。 

会  長：市役所のほうも自治会をバックアップしていただきたいと思います。 

     それでは目標４「みんなでつくる支えあいのまちづくりをめざして」のほうでご質問

等ございますでしょうか。 

     番号５４の「福祉教育・啓発活動の推進」のところで福祉教育やボランティア体験と

いうのは府中市の小中学校全部でやっているわけですか。また、何年生がメインです

か。 

事 務 局：何年生かというところまでは、手元に資料がなくお答えできないのですが、小学生で

すと低学年から４年生までを対象に手話や点字の指導、視覚に障害のある方との交流

などの活動を昨年度しております。 

また、小中学校の先生に対する研修や、中高生を対象に夏のボランティア体験という

ことでお子さんが申し込んで、何日間か保育所や福祉施設など市内の施設に行き、ボ

ランティア活動をするというものがございます。これらは府中市社会福祉協議会が中

心となって行っている事業です。 

会  長：府中市が先生に対する研修をしているというは評価できると思います。先生が福祉の

ことをよく知らないで指導し、かえってバリアを作ってしまうことも多いわけですの

で、忙しいと思いますけれども、現代の福祉の流れを含めた対応の仕方についての研

修をしていただければ、自然と生徒のほうに伝わっていくのではないかと思います。 

委  員：ボランティア体験の内容というのはどのようなものでしょうか。 

事 務 局：簡単な資料しかないのですが、例えば車いすの体験、ガイドヘルプの体験、高齢者の

 - 6 -



擬似体験であったり、視覚に障害のある方を招いて講演をしていただくといった活動

です。 

委  員：ご説明のあったとおり、市から広報があったものに対して希望者が参加するという場

合も多く、その場合は事前に研修のようなものもあって、それを踏まえたうえで障害

者施設、介護施設へ行きます。また、よさこい in 府中に、中学生などは発表を通した

地域ボランティア交流と考え参加したり、市内の公立高校は運営へのボランティア参

加をしています。 

最近では、本にビニールのブックカバーを掛け、東日本大震災の被災地の学校図書館

などに贈る活動を行っていますし、その時々でこういうボランティアがあると声があ

がったら参加するという形で活動しています。 

委  員：目の不自由な方に接したことがありまして、例えば駅とか道路とかで視覚障害者に親

切にしようという気持ちはあるわけですが、初めのうちは手を引っ張って案内してい

たのが、よく聞いてみると手を引くというよりも肘に手を当ててもらって一緒に歩け

ばいいんだということに気付きました。だから、啓蒙活動ということであれば、そう

いう時にどのように接して差しあげればいいのかということを、子どもたちも含めて

した方が良いのではないでしょうか。 

委  員：府中市では視覚障害者を小学校の授業に呼んでいただいて、日常生活はこういうこと

をしているとか、点字はこういう道具を使って、こんなふうにして書いて読むんだと

か、そのような啓蒙というか体験をしていただいたりする活動に参加したことがあり

ます。 

     視覚障害者が困っているときに手伝ってあげたいという話については、このところ障

害者に対する理解が高くなってきまして、困っている時に手伝ってあげたいけれども

どうしていいかわからないという声が多く聞かれます。視覚障害者団体としてもそう

いう啓発活動を積極的にしていかなければならないと思っています。例えば、市内に

点訳をするグループがありますが、その方たちが福祉まつりのときに体験コーナーと

いうことで、点字とはこういうものですよとＰＲしていらっしゃいます。そこで皆さ

んに書いていただいたものを、我々が手で触って読むということをお見せしています。 

     せっかく、視覚障害者に限らず障害者の手伝いをしてあげたいという気持ちを持って

いらっしゃるのに、それを十分に活かせない状況にありますので、これからの市の活

動として、障害者団体を含めて一般の人に対し、具体的な、各論的な活動を進めてい

ただきたいと思っています。 

会  長：学校で行うのはあくまで体験学習としてのもので、ボランティアではありません。ボ

ランティアというのはどちらかというと自立性、自発性、一番大事な継続性という問

題があります。そういう意味では社会福祉協議会にボランティアセンターがあります

ので、そちらと連携をとりながら、学校からつなげる流れを作っていくのが一番いい

のかなと思っております。 

     ボランティアのシステムをお話しますと、日本のボランティアというのは介助を頼ま

れたら実際に車いすを動かしたりします。全く知らない人がやる場合もある。欧米の

場合は募金活動をし、専門家を雇って介助に入っていくというシステムをとっていま
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す。将来的には日本でもそういうことを考える必要があるのかなと思っています。 

いずれにせよ、社会福祉協議会にボランティアセンターがありますから、その辺をう

まく使えるように府中市もバックアップしていただけるとありがたいなと思っており

ます。 

困っている人に出会ったときにどうすればよいかということについては、東京都心身

障害者福祉センターで資料を作っていますので、そういうものを活用すればいいのか

なと思います。 

さて、番号５５「福祉まつり・健康まつりの拡充」のところで、２３年度はもう終わ

っていますね。分かる範囲で報告をお願いします。 

事 務 局：２３年度の福祉まつりは１０月１５日土曜日、１６日日曜日に開催し、１５日の午前

中が大雨だったために入場者が伸びませんで、２日間あわせまして２万６千人で、２

２年度の３万２千人からは若干落ちているという状況です。今回は震災がございまし

たので、チャリティーコーナーで物産を販売し、その収益を被災地の支援に当てると

いうことを実施しております。 

会  長：番号６１「団塊の世代の地域参加の促進」のところで、これはどこの自治体も迷って

いるかなと思います。最初のころ「夢バンク」の登録がかなり増えたのですが、それ

以降はおそらく下降気味ではないかと思います。団塊の世代をどうやって地域の中に

引っ張り出して、いろいろやっていただくのかというのが課題になってきていますが、

その辺を含めて確認をさせていただければと思います。 

事 務 局：「夢バンク」は府中市社会福祉協議会の事業でございまして、団塊の世代を中心に今ま

で培った経験や知識を活用していただこうということを目的とする事業です。登録人

数は２０年度９０４人、２１年度１，００８人、２２年度は１，０３６人で、府中市

では微増ではありますが、ほぼ横ばいという状況です。市も対策に取り組んでおりま

すが、正直なところ決め手に欠けるというところでございます。また、「団塊世代のた

めのハンドブック」を担当部署の市民活動支援課で作成し、広報活動をしている状況

でございます。 

     「夢バンク」は団体の登録もありまして、２０年度３７団体、２１年度４７団体、２

２年度５１団体で微増ではありますが、思ったよりは伸びていないというところです。 

会  長：団塊の世代も６５歳以上になってきますので、いかに地域に戻っていただいて、地域

の中でうまく生活をしていくかということは、今後重要になる問題かなと思います。 

     番号６８「地域コーディネーターの育成・配置」のところで、検討するとありますが

どの辺まで進んでいるのでしょうか。 

事 務 局：地域コーディネーターにつきましては、今年の夏に東京都社会福祉協議会のほうで社

会福祉協議会等を活用した地域コーディネーターの配置についての答申が出ておりま

して、そちらを参考にさせていただきながら庁内で研究をしております。 

会  長：どういう人をイメージしていますか。 

事 務 局：地域の相談役ということでは民生委員さんが該当し得ることですし、また介護保険の

関係でいえば地域包括支援センターも位置付けられると思います。具体的に何をする

かというと難しい話ですが、いろいろな支援の展開を考えていかなければいけないと
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いうことで、こちらとしても今研究しているところです。 

委  員：地域コーディネーターのアイデアは良いのでしょうが、民生委員の話もしてきました

し、介護保険関係では地域包括支援センターもあるわけですね。ですから、あえて「地

域コーディネーターの育成・配置」という必要はあるのでしょうか。逆にいえば、既

存のそのような役割の人たちをどう活用するかを考えたほうがよいのではないでしょ

うか。そもそも、どのような発想でこの地域コーディネーターというのは出てきたの

でしょうか。 

事 務 局：この地域コーディネーターという概念は、元々国レベルの調査機関が答申を出し、そ

れを参考にして府中市も計画に入れたものです。役割はどういう形がいいのか、既存

の資源を活用するのがいいのか、いろいろな問題がございます。 

我々もどうしていこうかと検討しているところでして、地域の住民との連携、困った

ときに手を借りたいということになりますと、当然自治会さんやご近所の方も役割を

果たし得るわけで、どういった形でコーディネーターの役割を要請していくのか悩ん

でいるところです。 

委  員：上位計画で提案があったからというのではなくて、府中市は府中市の特色を持った行

政のあり方があると思うので、この問題については既存の資源を活用して充実したほ

うが力になると思います。 

会  長：平成２０年に「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」から、将来的に地域福

祉関係を全面的にできるコーディネーターを作る必要があるだろうということで、国

へ答申が出たのですね。それに国が追随する形でこういうことになったのですが、実

はもう一方で、民生委員、地域包括支援センター、障害者の相談員などがいらっしゃ

るので、そちらを充実したほうがより地域密着性があるだろうという２つの意見に分

かれております。その辺を含めて府中市で論議をして、その結果、民生委員などの方

を充実するということになれば、それはそれで構わないと思っております。 

いずれにせよ、地域の中である程度福祉のことを知っていて、相談を受けることがで

きるというシステムを作りましょうという考え方が基になったということだけ理解し

ていただければと思います。 

委  員：長年高齢者施設で相談員をしておりまして、障害をお持ちの方も年を取れば高齢者に

なるわけで、高齢者の相談だとしても障害の制度を知らなければならないですし、ご

家族そのものを支援しなければならないとき、児童の相談の方につながなければなら

ないなどもありますので、実際にコーディネートしなければならない場面は出てきま

す。 

どんな分野の相談員でもその分野だけをやっているというわけではないと思いますが、

分野によって分かりにくいことだったり、専門外のところでは市に聞きながらという

こともあると思います。いろいろな情報を得やすかったり、手をつなぎやすかったり

ということができれば、既存の相談員たちも地域の全般という意味での相談を受けて

コーディネートするという役割を果たしやすくなるかなと思いますので、やはり新た

に地域コーディネーターが出来るよりは、情報がうまくつながる方法をご検討いただ

くほうがありがたいかなと思います。 
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事 務 局：今年の夏に東京都の施策で熱中症対策をやりまして、自治会連合会、民生委員、老人

クラブ、地域包括支援センターさんにいろいろご協力をいただきました。終わってか

ら意見交換を行ったところ、縦割りではなく横の連携がものすごく大切だという意見

で一致したのです。民生委員さんは定期的に代わられるけれども、自治会の方々は民

生委員さんの顔と名前がわからない。それは随時横の連絡を取りながら、例えば自治

会長さんが代われば民生委員さんへの情報提供をしていくことによって、随分連携も

違ってくるのではないかという話がありました。 

     市でも、子どもは子ども、高齢者は高齢者ということではなくて、障害者、生活保護

も含め、横の連携というのが今すごく求められているところです。庁内でも福祉の担

当者の連絡会を作っておりますし、１つのケースでも障害をお持ちの方が高齢であっ

たり、生活保護であったりということで、いろいろな要素が重なる方はたくさんいら

っしゃいます。ですので、今までやってきた行政の縦割りということではなく、横の

連携を取りながら、地域においても民生委員さんや地域包括支援センターであったり、

いろいろな社会的な資源を使って、連携を取りながらやらなくてはいけないと痛切に

感じておりまして、横の連携や情報交換というのはものすごく大切だなと感じており

ます。 

その中で、この地域コーディネーターというのがどういう役割を担っていけるのか模

索しながら、全く新しいものを作ればいいというものではなく、既存の社会資源を活

用しながらグレードの高いものを作るということを研究していかなければならないと

思っています。 

会  長：それでは、目標５「福祉のまちづくりをめざして（物理的なバリアフリー）」について、

進捗状況を含めご質問等ございますでしょうか。 

委  員：バリアフリーということになると、ソフトの面とハードの面があり、目に付きやすい

のはハードの面で担当部署は土木課などになりますが、地域福祉関係から見たバリア

フリーということで、地域福祉推進課から土木課へこうしてほしいと意見を言われた

場合に、その実現度というのはどのようなものでしょうか。 

事 務 局：ハードの面での実現度については、なかなか数値で表すのが難しいのですが、例えば

府中駅・府中本町駅周辺を重点整備地区として整備をするときに、土木課と地域福祉

推進課が共同で事務局になりまして、国、東京都、各公共交通機関等とともに整備を

してまいりました。そのなかで、視覚障害者誘導用ブロックであれば１００％に近い

達成率です。ただ、市内全体で見ればまだ不十分なところもあって、予算の問題や土

地の問題で拡張できないということもございますので、順次整備をしていく状況です。 

     また建築物については、市内の小中学校の耐震化工事等をしております。その工事を

するなかで、エレベーターの設置やだれでもトイレの設置を協議しております。建築

確認申請があったときに、一定の用途、規模のものは関係課へ相談にくるように、い

ろいろな課が連携を取っています。その中の１つに地域福祉推進課が入っておりまし

て、福祉のまちづくり条例に照らしてこういった整備をしてほしいということで要望、

指導等しているところです。 

委  員：南町の心身障害者福祉センターに行くところの遊歩道において、柵や棒が立っていて、
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当初は車両の進入を禁止する意味で立てたのだと思うのですが、電動車いすの人が引

っかかってスムーズに行けないのを目撃したことがあります。ですから、今の時代に

そぐわないバリアについては撤去してもいいのかなと思います。設置した当時はバリ

アフリーの問題は提起されていなかったのでしょうが、一考の価値はあると思います。

ここだけでなく、全域的に不便な場所があったら見直していただきたいなと思います。 

会  長：ぜひ点検をしていただいて、しっかりと対応していただきたいと思います。福祉のま

ちづくり条例のなかで、電動式車いすなどが通れるような柵の設置の仕方があります

ので、その辺も含め点検をお願いしたいと思います。 

事 務 局：今のお話については、いろいろなところでご意見を伺っておりまして、担当部署でも

予算の範囲で工事をしているところです。 

以前、南町の心身障害者福祉センターの前の歩道に少し段差がございました。ご意見

をいただいて、土木課で歩道の改修工事をしております。いろいろな機会のなかで、

その時々のできる範囲で順次点検しながら直しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

委  員：最近は、公共施設のトイレなどの案内板に点字で書いていただけるようになったので

すが、それにところどころ間違いがあります。例えばトイレの入口に、右男子トイレ、

左女子トイレと書いてあるのが、実際には逆だったり、トイレの中の水洗ボタンのと

ころに、非常ボタンが書いてあったりということがあるので、案内板が出来上がった

あと、点字が読める方に点検をしてもらって、間違いがないかどうかを確認していた

だくような方法をとっていただきたいと思います。 

事 務 局：いろいろ間違いがあるというご指摘について、我々も注意をしていかなければならな

いところだと思います。市の工事であったり、民間の工事の場合もありますが、そう

いったことはあってはならないことだと思いますので、点検等しながら直せるところ

から改修するように関係部署には働きかけていきたいと思います。その際に、施設の

点検をしたいという場合にはご協力をお願いいたします。 

会  長：府中市はかなり立派なだれでもトイレを作っておりますが、点検、メンテナンスをき

ちっとやるということが大事だと思います。点字については心ない人が削ったりなん

かして、読み方が違ってしまうことも多いですね。 

     それでは目標５まで一通り終わったということで、総合的にこういうことに気付いた、

感想でも結構ですが、何かございますでしょうか。 

委  員：先日ハザードマップをいただき、周囲の人にも配りまして大変喜んでおりました。た

だ、地震が来た場合に避難場所に手話通訳がおりません。通訳がおりませんとコミュ

ニケーションが取れませんので、設置することを決めていただきたい。今後このマッ

プを作る予定がありましたら、通訳者の絵のようなものを載せていただけるとありが

たいと思います。 

事 務 局：防災のハザードマップについてご意見をいただきました。障害１つをとらえましても

いろいろなところがございます。いざ震災となった場合、どういう支援ができるのか

ということは、今の通訳の関係にしましても検討すべき課題だろうと思います。すぐ

にというお返事はできませんけれども、１つのご要望、今後の検討課題とさせていた

 - 11 -



だきたいと思います。発災後すぐに行政の手が回るかというと、なかなか難しい問題

もございますので、その辺はご理解をいただければと思います。 

委  員：番号１１「福祉サービス第三者評価の制度の普及・促進」ということで、どういう評

価をするのかということと、平成２１年度の実績で民間施設の受審が高齢者サービス

と障害者サービスで対象が１２４施設あって、そのうち高齢と障害で１０分の１程度

の１４施設で受審したということでよろしいでしょうか。 

事 務 局：福祉サービス第三者評価は評価の項目が事業評価と利用者調査の２種類ございます。

それぞれ評価機関がそこに出向きまして、ヒアリングをしたり調査票を作成したりし

て審査をしています。 

     受審件数について、受審をする際に市に補助金の申請をしていただくものと、東京都

へ直接申請するもの、補助金を受けずに受審するものがあります。実績に挙げている

のは市に申請があったものです。すべての施設が受審をしているわけではございませ

んで、東京都は３年に１度受審をするように言ってはいるのですが、毎年実施してい

るアンケートでは業務が忙しくて受審が難しいということであったり、介護保険の事

業所ですと介護サービスの公表という類似の制度があるので負担であるという意見を

いただいております。 

会  長：基本的には福祉関係の全事業所にやってほしいということです。介護保険制度では公

表制度がありまして、必ずやらなくてはならないものです。福祉サービス第三者評価

は事業者の経営層の意見と職員の意見と利用者の意見の３つを合わせて、こういう取

組みをしています、あるいはもう少しこういうことをやったほうが良いのではないか

ということを公表する制度です。１件あたりいくらという補助金を出しますので受審

してくださいというスタイルをとっています。「福祉ナビゲーション（福ナビ）」を見

ていただくとどういうことをやっているかという評価がしっかりと出ていますので、

いろいろな施設の特徴をそこで確認していただいて、将来事業所を選んで契約してく

ださいという制度です。 

委  員：不合格になった例はあるのですか。 

会  長：不合格ということではなく、こういうことをやっていますよということです。 

実はＢが３つ付いていたところがありましたが、今年みると事業を閉鎖しているとい

うものもあります。 

委  員：北山町、西原町、西府町を通る道路の歩道が大変狭い。通学路にもなっているのです

が、そういうところを拡幅していただくことはできないのでしょうか。 

事 務 局：第七小学校周辺ということでよろしいでしょうか。道路の計画に基づき、関係部署が

協議をしながら手続を進めておりますが、用地の買収等ありますので、すぐにという

ことになるとなかなか難しいという答えが返ってくると思いますが、ご意見がありま

したことは関係部署にお伝えさせていただきます。 

会  長：それでは事務局からほかに説明がございますでしょうか。 

事 務 局：今お手元にお配りさせていただいております資料ですが、京王線４駅における視覚に

障害のある方の安全対策の実施についてということで、駅のプラットホームに警告用

の点状ブロックが敷設されているのは皆さんご存知だと思います。これについて、従
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来の形に加えて線状の内方線が付いた、内方線付点字タイルに交換するという内容の

お知らせです。 

府中駅はすでになっているのですが、分倍河原駅、東府中駅、多磨霊園駅、武蔵野台

駅の４駅で実施するもので、事業主は京王電鉄株式会社です。この工事の前段として

利用者の方の意見募集を行いますということで、期間は１週間程度で短いのですが、

ご意見がある場合はお電話をいただければという内容になっています。 

     ご承知のとおり、視覚に障害のある方のホームからの転落事故等を防ぐためにいろい

ろな駅でホームドアですとか内方線付点字タイルを設置する工事を進めております。

今回は乗降客数の関係もあり、内方線付点字タイルの設置工事をするという連絡を受

けておりまして、何かご意見があればお伺いしたいということで、お知らせでござい

ます。 

委  員：なぜ内方線付かといいますと、普通に警告ブロックのブツブツが付いているだけだと、

視覚障害者が歩いているときにどちら側が線路で、どちら側が安全なほうかわからな

くなるときがあるのですね。ちょっと錯覚を起こして線路側のほうへよけて転落した

りすることがあるので、内方線付の警告ブロックにしていただければ、内方線のある

方が安全だとわかるのでより安全に行動ができるということで、内方線付点字タイル

に換えていただくということをお願いしました。 

会  長：よろしいでしょうか。 

これまで、進捗状況についてご説明がありました。これらを受けて、３月いっぱいま

で２３年度の予定を実行に移すということになります。 

そのあたりも含めまして、今後の予定について説明をお願いします。 

事 務 局：今年度予定していた会議についてはこれで終了となります。この地域福祉計画・福祉

のまちづくり推進計画は平成２１年度からの６年計画ですが、２３年度が終了すると

丁度半分が終わるということになります。２４年の６月以降になると思いますが、２

３年度実績及び中間報告という形でこの審議会でご報告させていただきたいと考えて

おりますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

会  長：それでは時間も来ましたので、第３回福祉のまちづくり推進審議会を終了させていた

だきます。本日はありがとうございました。 


